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第２【事業の状況】
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第３【提出会社の状況】
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月13日

明治ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

 新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 渡 邊 浩一郎  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 水 野 友 裕  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 立 石 康 人  印 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

  公認会計士 藤 田 英 之  印 

 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている明治ホールデ

ィングス株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成

２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年４月１日から平成２６年６月

３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運⏙ᴀ誤㇠᐀による重要なび責任責௱ࠅ뀀）に係ؗ

益計算書及び注記についてこط）๑こ썁扰平成㻲がががが責ऀؗ

益計算書及び注記についてࠠőに蠩ᘎ�팎㳄瀈ְこࠗ四半期連⤀係ؗこれには、不正又ؗࡦ

Ū

Ūびᤀؗび

平成㻲箿びᤀびᤀしࠌᆶ卆こ�

瀈ְびؗび
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